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東海市告示第  号 

 

令和８年度東海市三世代同居等住宅補助金（省エネ改修に対するものを除く。）交付

要綱を次のように定める。 

 

  令和８年４月１日 

 

東海市長 花 田 勝 重      

 

   令和８年度東海市三世代同居等住宅補助金（省エネ改修に対するものを    

除く。）交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、新築、増築又は購入をした住宅において三世代同居又は三世代

近居をする者に対し、補助金を交付することにより、子育ての負担軽減及び地域コ

ミュニティの維持を図ることで安心して住み続けられる住環境を確保することを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

     子世帯 子又はその配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）を世帯構成員とし、かつ、当該世帯構成員に義務教育終了前の子を

有する世帯をいう。 

  親世帯 子世帯に属する者の父母又は祖父母を世帯構成員とする世帯 

 三世代同居 子世帯及び親世帯が同一の敷地（建築基準法施行令（昭和２５年

政令第３３８号）第１条第１号に規定する敷地をいう。以下同じ。）内における居

住（以下「同居」という。）（長屋及び共同住宅における居住を除く。）をすること

をいう。 

 三世代近居 子世帯及び親世帯が市内において居住（三世代同居を除く。）をす

ることをいう。 
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  住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの

（店舗等の用に供する部分の床面積の合計が延べ床面積の２分の１未満のものに

限る。）を含む。 

  ＺＥＨ水準 日本住宅性能表示基準（平成１３年国土交通省告示第１３４６号。

以下「表示基準」という。）に定める断熱等性能等級５（結露の発生を防止する対

策に関する基準を除く。）及び一次エネルギー消費量等級６の基準を満たす省エネ

性能の水準をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に

掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

  子世帯に属する者であること。 

 当該者の属する世帯とその親世帯のいずれかが補助対象住宅（次条に規定する

補助対象住宅をいう。以下この条において同じ。）の新築、増築（延べ面積３０平

方メートル以上のものに限る。）又は購入（以下「新築等」という。）に係る工事

請負契約又は売買契約を締結した日の前日において市内に居住していること。 

  第７条の規定による申請の日において新築等をした補助対象住宅において三世

代同居又は三世代近居をしていること。 

  補助対象住宅が存する地区の町内会又は自治会に加入していること。（当該地区

に町内会又は自治会が存在しない場合にあっては、当該地区の町内会又は自治会

の発足後にこれに加入する意思があること。） 

  子世帯に属する者が市税を滞納していないこと。 

  子世帯及び親世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は当

該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

  この要綱に基づく補助金の交付又は令和８年度東海市住宅用地球温暖化対策設

備導入促進費補助金交付要綱（令和８年東海市告示第  号）に基づく補助金の

交付の対象となる経費のうち、高性能外皮等を含む補助金の交付を受けていない

こと。 

  三世代同居をする者で、補助対象住宅の購入等に係る工事請負契約又は売買契

約を締結した日の前日において親世帯が居住する持家が市内にあり、かつ、当該



3 

持家で三世代同居をしないものにあっては、当該持家についての処分等に係る契

約等を締結していること。 

 （補助対象住宅） 

第４条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、次の各

号に掲げる要件のいずれにも該当する住宅とする。 

 第７条の規定による申請の日において、当該住宅の新築等に係る売買契約を締

結した日又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項又は同法第

７条の２第５項に規定する検査済証の発行日から１年を経過するものでないこ

と。 

  ＺＥＨ水準を満たし、又は次に掲げるいずれかの認定等を受けているものであ

ること。ただし、増築した住宅においては、当該増築した部分が該当しているこ

と。 

  ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第６条

第１項の規定による認定 

  イ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５４条第

１項の規定による認定 

  ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３

号）第３０条第１項の規定による認定 

 住戸専用（専有）面積が第７条の規定による申請の日における世帯人数に応じ

た最低居住面積水準（住生活基本法（平成１８年法律第６１号）に基づき策定さ

れた住生活基本計画（全国計画）において定められている最低居住面積水準をい

う。）以上のものであること。 

 地震に対する安全性が、次のいずれかにより確認できること。 

  ア 昭和５６年６月１日以降に着工された住宅 

  イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８

年国土交通省告示第１８４号）に定める耐震診断により構造の安全性が確かめ

られる住宅 

  建築基準法その他の法令に基づき適正に建築されたものであること。 

  賃貸を目的とするものでないこと。 

  公共事業の実施による移転等に伴う補償金の対象でないこと。 
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  三世代同居に係る住宅にあっては、子世帯に属する者の名義又は子世帯に属す

る者と親世帯に属する者との共有名義で所有権保存登記申請又は所有権移転登記

申請をしたものであること。 

  三世代近居に係る住宅にあっては、子世帯に属する者の名義で所有権保存登記

申請又は所有権移転登記申請をしたものであること。 

 （補助対象事業） 

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、新築等

をした補助対象住宅においてする三世代同居又は三世代近居とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象住宅の新築等に要した費用（１，０００円未満の端

数は切り捨てる。）とし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

を限度額とする。 

  三世代同居をする場合 ８０万円 

  三世代近居をする場合 ３０万円 

２ 補助金は、予算で定める額の範囲内において交付する。 

 （補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、三世代同居

又は三世代近居を開始後、当該三世代同居又は三世代近居を開始した日が属する年

度の末日までに、補助金申請書兼完了報告書に市長が必要と認める書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

 （補助金の額の決定及び通知） 

第８条 市長は、前条の申請書兼完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは、速やかに補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書により

申請者に通知するものとする。 

 （補助金の請求及び支払） 

第９条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を決定した後に支払うも

のとする。 

２ 申請者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金支払

請求書を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 
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第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部

若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部を返還させることができ

る。 

  この要綱又は交付決定に付した条件に違反したとき。 

  提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正の行為があった

とき。 

  その他市長が補助金の交付を適当でないと認める事由が生じたとき。 

 （雑則） 

第１１条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 


